
12月４日から10日は「人権週間」です
1948年12月10日に第3回国連総会で「世界人権宣言」が採択されたことを
記念して、国際連合は12月10日を「世界人権デー」と定めています。我が国では、
「世界人権デー」を最終日とする12月4日から10日を「人権週間」と定め、広く
国民に人権意識の普及高揚を図っています。
本市においても人権週間の取組として、さまざまな行事を計画しています。
この機会に、皆さんも各種行事に参加してみませんか。
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人権は皆が持つ大切な権利ですが、戦争はその人権を一瞬で奪います。

「平和であること」が当たり前ではなくなった今だからこそ、

“戦争を許さないという思い”と、“相手の人権を尊重する気持ち”を

持ち続けることが一人ひとりに求められています。

未来のわたしが笑顔でありますように
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大分市人権イメージキャラクター

キズナーズ

Let`s
じんけん！

その他詳しくは、
市ホームページをご覧ください
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